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○読谷村放課後児童健全育成事業実施要綱 

平成31年３月28日要綱第11号 

読谷村放課後児童健全育成事業実施要綱 

読谷村放課後児童健全育成事業実施要綱（平成13年読谷村要綱第７号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、適切な遊び及び生活

の場を与えて、その健全な育成を図るため、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」とい

う。）第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業（以下「放課後児童クラブ」という。）

の実施について、読谷村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成26年読谷村条例第17号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（放課後児童健全育成事業者） 

第２条 放課後児童健全育成事業者（以下「事業者」という。）は、法人又は団体等で村長が適当

と認めるものとする。 

（対象児童） 

第３条 放課後児童クラブを利用することができる児童（以下「児童」という。）は、村内の小学

校に在籍している児童で、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 昼間、居宅外において労働することを常態としていること。 

(２) 昼間、居宅内において当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としてい

ること。 

(３) 妊娠中であるか、又は、出産後間がないこと。 

(４) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。 

(５) 同居の親族（長期入院等をしている親族を含む。）を常時介護又は看護していること。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、明らかに児童を養育することができない等利用が必要と認め

られる児童 

（利用定員） 

第４条 放課後児童クラブの利用定員は、40人以下とする。ただし、児童の保育が特に必要であり、

かつ、放課後児童クラブの運営に著しい支障が生じないと認めるときは、定員を超えて利用させ

ることができる。 

２ 前項の定めにより定員を超えて利用させる場合は、事業者は、村長と協議を行うこと。 
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（児童の受入れ校区） 

第５条 児童の受け入れについては、放課後児童クラブの実施施設が所在する小学校の通学区域に

ある小学校に現に通学している児童を優先的に受け入れるものとする。 

（利用料等） 

第６条 事業者は放課後児童クラブを実施するために、利用料及び実費負担金を保護者から徴収す

ることができる。 

２ 事業者は、前項の定めにより、利用料及び実費負担金を設定又は変更するときは、あらかじめ

村長と協議しなければならない。 

（放課後児童クラブの活動内容） 

第７条 放課後児童クラブは、家庭との連携を図りつつ、次に掲げる目的を達成するための活動を

行うものとする。 

(１) 児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図ること。 

(２) 児童の遊びに対する積極的な参加意欲及び姿勢の形成を図ること。 

(３) 遊びによる児童の自主性、社会性及び創造性の向上を図ること。 

(４) 児童の遊びの状態の把握及び家庭への連絡を行うこと。 

(５) 家庭、地域等における遊びの環境づくりの支援活動を図ること。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動を行うこと。 

（新１年生の受入れ） 

第８条 放課後児童クラブは、新１年生の受入れに当たっては、４月１日から受け入れなければな

らない。 

（開所日及び開所時間） 

第９条 放課後児童クラブは、次に掲げる日を除き開所しなければならない。 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(３) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

(４) ６月23日（慰霊の日） 

(５) やむを得ない事情により開所できないと村長が認めた場合 

２ 放課後児童クラブの開所時間は、次の各号に掲げる区分に応じた時間以上を原則とする。ただ

し、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

(１) 小学校の授業の休業日に行う場合 １日につき８時間 
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(２) 小学校の授業の休業日以外に行う場合 １日につき３時間 

（事故報告等） 

第10条 事業者は、事業所の管理下において事故等が発生した場合は、放課後児童健全育成事業事

故報告書（第１号様式）により、速やかに村長に報告しなければならない。 

２ 児童及び放課後児童支援員等は、活動中における事故、発病等に備えて、あらかじめ賠償責任

保険に加入しなければならない。 

（必要書類の整備等） 

第11条 事業者は、放課後児童クラブの管理及び運営に関する諸帳簿その他必要な書類を整備する

ものとし、年度当初に次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。 

(１) 放課後児童クラブ放課後児童支援員及び補助員名簿（第２号様式） 

(２) 放課後児童クラブ登録児童名簿（第３号様式） 

(３) 放課後児童クラブ事業実施計画書（第４号様式） 

(４) 収支予算書 

(５) 放課後児童クラブ運営規程 

(６) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童クラブの概要を明らかにするために必要と認めら

れる書類 

２ 事業者は、次に掲げる書類を村長が定める期日までに提出しなければならない。 

(１) 放課後児童クラブ事業実績報告書（第５号様式） 

(２) 放課後児童クラブ利用状況報告書（第６号様式） 

(３) 放課後児童クラブ年間業務等報告書（第７号様式） 

(４) 収支決算書 

(５) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類 

（委任） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、放課後児童クラブの実施に関し必要な事項は、村長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第10条関係） 
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第２号様式（第11条関係） 
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第３号様式（第11条関係） 
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第４号様式（第11条関係） 



8/11 

 

第５号様式（第11条関係） 
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第６号様式（第11条関係） 
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第７号様式（第12条関係） 

 


